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放送法第２０条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイ

ドライン（案） 

 

第１ 目的 

近年のブロードバンドの普及等に伴う日本放送協会（以下「協会」という。）

のインターネットを通じた放送番組等の提供に対する国民・視聴者のニーズの急

速な多様化・高度化を踏まえ、協会がインターネットを通じて放送番組等を提供

する業務（以下「インターネット活用業務」という。）をより迅速・柔軟に行え

るようにするため、平成２６年６月２０日に成立した「放送法及び電波法の一部

を改正する法律（平成２６年法律第９６号）」（以下「改正法」という。）にお

いては、インターネット活用業務により提供できる対象を、「放送した」放送番

組のみならず、「放送前」番組や「放送中」の放送番組を含め、全ての放送番組

に拡大するとともに、「放送番組に対する理解の増進に資する情報」も提供可能

としたところである。 

また、インターネット活用業務の実施については、協会が実施基準を定め、総

務大臣の認可を受けなければならないこととされ、改正法において、協会のイン

ターネット活用業務の拡大と併せて、実施基準の認可基準が法定されたところで

ある。 

 本ガイドラインは、改正法による改正後の放送法（昭和２５年法律第１３２号）

（以下「法」という。）第２０条第９項の実施基準（以下「実施基準」という。）

の認可に当たり、手続の透明性や認可の適否の予見可能性を確保するため、今般

法定された認可基準（法第２０条第１０項各号に定める基準をいう。以下同じ。）

その他の関連条文の解説とともに、具体的な審査項目をあらかじめ審査ガイドラ

インとして示すことを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

このガイドラインで使用される用語は、次の定義に従うものとする。 

１．２号業務 

法第２０条第２項第２号で規定される、放送番組等を電気通信回線を通じて一

般の利用に供する業務 

２．３号業務 

法第２０条第２項第３号で規定される、放送番組等を、放送番組を電気通信回

線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供する業務 

３．無料業務 

  専ら受信料を財源として行う業務 

４．有料業務     

  無料業務以外の業務 

５．民間競合事業者 

  協会のインターネット活用業務と同種のサービスを行う事業者 

６．外部事業者 

（別紙２） 



2 

 

  委託等により協会のインターネット活用業務の一部を担う事業者 

７．利用者 

法第２０条第１０項第６号に規定する利用者  
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第３ 実施基準の認可基準その他の関連条文の解説 

 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

  本号は、インターネット活用業務が、法第１５条で規定されている協会の目

的の達成に資する公共放送としての協会が行う業務として、適切なものとなっ

ていることを認可の基準とするものである。また、公共放送としての協会が行

う業務として適切か否かを審査するに当たっては、民間部門といたずらに競合

する業務を行うものでないか、市場の競争を阻害しないか、といった点につい

ても、業務の性質に応じて一定程度勘案するものである。 

   

２．業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること（法第

２０条第１０項第２号関係） 

  本号は、インターネット活用業務の種類、内容及び実施方法が、実施基準に

おいて適正かつ明確に定められていることを認可の基準とするものである。ど

のような業務を実施するのかが適正かつ明確に定められていることを確認する

ことにより、インターネット活用業務の対象が法の定める範囲に収まることを

確認するものである。 

 

３．業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信できる受信設備を設置

した者について、法第６４条第１項の規定により協会とその放送の受信につい

ての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なも

のでないこと（法第２０条第１０項第３号関係） 

本号は、インターネット活用業務の種類、内容及び実施方法が、法第６４条第

１項で規定されている受信料制度の趣旨に照らして不適切なものとなっていな

いことを認可の基準とするものである。 

 インターネット活用業務は、協会がその目的達成のために任意で行うものであ

るが、その実施によって協会の存立基盤である受信料制度自体が毀損又は形骸化

することとなれば、「受信料制度に支えられた公共放送」という法の基本的枠組

みに大きな影響を及ぼすことになる。 

例えば、インターネット活用業務の種類、内容及び実施方法が、受信料徴収の

対象となる協会の国内テレビ放送を視聴できることと同等又はこれに準ずるも

のとなっている場合に、テレビ等の受信設備を設置していない者であっても、事

実上、受信設備を設置している者と同等レベルの放送番組内容を視聴できてしま

うこととなれば、受信料の公平負担の確保が困難となる等、受信料制度の趣旨と

の整合性がとれなくなるおそれが生じることになる。本号は、こうした事態を回

避するものである。 
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４．業務の実施に過大な費用を要するものでないこと（法第２０条第１０項第４

号関係） 

  本号は、本来は協会の放送等の必須業務を実施するために使用すべき受信料

財源が過度にインターネット活用業務に支出されることにより、必須業務の実

施に支障を来すことのないよう、当該業務が過大な費用を要するものでないこ

とを認可の基準とするものである。 

 

５．第２項第２号の業務にあっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをする

ものでないこと（法第２０条第１０項第５号関係） 

  本号は、インターネット活用業務のうち２号業務について、特定の者に対し

不当な差別的取扱いをするものでないことを認可の基準とするものである。 

 

６．第２項第２号の業務にあっては、利用者の利益を不当に害するものでないこ

と（法第２０条第１０項第６号関係） 

  本号は、インターネット活用業務のうち２号業務について、利用者の利益を

保護する観点から、サービスに関する料金その他の利用条件が、利用者の利益

を阻害するものでないことを認可の基準とするものである。 

  なお、実施基準の認可は、利用料金や利用規約そのものを認可するものでは

ないため、具体的な利用料金の額や利用規約に記載する具体的事項そのものを

実施基準に定めることが求められるものでないが、実施基準において、このよ

うな事項について適正かつ明確な方針及び考え方が定められていることが必要

である。 

 

７．業務の実施基準の変更勧告（法第２０条第１１項関係）及び業務の実施状況

の評価及びそれに基づく改善（法第２０条第１３項関係） 

法第２０条第１１項は、大臣認可後の事情変化等により、実施基準が認可基準

のいずれかに該当しないこととなった場合に、総務大臣が当該実施基準の変更勧

告を行うことができる規定である。 

また、法第２０条第１３項は、インターネットを巡る技術・サービス等の変化

の速さを踏まえ、協会自身がインターネット活用業務の実施状況について適時の

評価・検証を実施することにより、不断の業務改善を図っていくことを目的とす

るものである。放送法施行規則においても、業務の実施状況の評価及び改善に関

する事項を実施基準の記載事項とする旨を規定しているものである。 
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８．適切な区分経理（法第７３条第２項関係） 

  本項は、協会の収集・保有する情報資産を、インターネットを通じて有料で

提供するに当たっては、見込まれる収入に比して、サーバー等の設備費用及び

著作権等の権利処理に係る費用等の初期投資や運用経費が多大であるリスクの

大きな業務であることから、その事業の状況を、受信料を負担する国民の前に

明らかにするとともに、業務運営の適正化を図るため、受信料財源で賄われる

べき業務等とは区分して経理することを義務付けているものである。 

  また、放送法施行規則においても、区分経理に関する事項を実施基準の記載

事項とする旨を規定しているものである。 
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第４ インターネット活用業務のうち２号業務の審査項目 

 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

 ① 公共放送としての協会が行うものとして適切な業務であること 

   インターネット活用業務が、法第１５条で規定されている公共放送として

の協会の目的に照らして適切なものとなっていること、法第８３条第１項の

規定により、広告放送を禁止している趣旨を没却しないことが必要である。 

② 市場の競争を阻害しないこと 

   協会が保有している経営資源（受信料財源、職員、放送番組等）を流用し、

同種のサービスを行う民間競合事業者よりも不当に有利な条件で提供する等、

民間部門との公正な競争を阻害するようなものでないことが必要である。ま

た、民間で既に実施されている同種サービスの市場の規模、シェア等を勘案

して、インターネット活用業務が市場の競争を阻害するようなものとなって

いないことが必要である。 

③ 特定の外部事業者に対し不当な差別的取扱い等をするものでないこと 

協会のインターネット活用業務が公共放送としての協会の業務として適正

に行われることを確保するため、その一部業務を外部事業者に担わせる場合、

特定の外部事業者を不当に差別的に取り扱ったり、外部事業者の業務に対して

不当な義務を課したりするような行為を行わないことについて、適正かつ明確

に定められていることが必要である。 

④ 外部事業者及び民間競合事業者からの意見・苦情等を適正に取り扱うために

必要な措置を講ずるものであること 

一部の業務を担う外部事業者や民間競合事業者とのトラブルをあらかじめ

防止し、適切な解決を図るとともに、実施基準に従って、協会のインターネッ

ト活用業務が公共放送としての協会の業務として適正に行われることを確保

するため、これらの事業者からの意見や苦情等を適切に取り扱うための必要な

措置が講じられることが必要である。 

 

上記項目に加え、有料業務については、下記を審査項目とする。 

 

⑤ 営利を目的とする業務でないこと 

協会の目的に照らして、法第２０条第４項において、協会が個々の業務を行

うに当たって営利を目的とすることを禁じていることを踏まえ、協会のインタ

ーネット活用業務についても、利益を上げることが目的となっていないことが

必要である。 
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⑥ 営業活動が公正かつ適切な方法により行われるものであること 

営業活動について、受信料の契約収納活動と一体で行わない等、公正かつ適

正な方法により行われることが明確に定められていることが必要である。 

 

２．業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること（法第

２０条第１０項第２号関係） 

① 業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること 

実施基準において、以下の事項について具体的に記載されていなければなら

ない。 

ア 実施する業務の種類（２号業務/３号業務の別、無料業務/有料業務の別） 

イ 実施する業務の内容（提供する情報の内容、放送前の放送番組/放送中の

放送番組/放送した放送番組の配信の別、国内放送/国際放送の別、テレビ放

送/ラジオ放送の別、配信時間及び期間等） 

ウ 実施する業務の実施方法（提供の態様、システム形態等） 

② 業務の対象が、法に規定されている範囲に収まっていること 

インターネット活用業務の対象が、法第２０条第２項第２号及び第３号で定

められている「協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資

料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資す

る情報」の範囲に収まるものとなっていなければならない。 

  ア 放送した又は放送する放送番組 

以下のものが対象となる。 

・ 協会が放送する前の放送番組（協会が放送することが確定している番 

組） 

・ 協会が放送中の放送番組 

・ 協会が放送した放送番組 

他方で、協会が放送する予定のない放送番組は対象から除外される。 

イ 放送番組に対する理解の増進に資する情報 

編集上必要な資料をはじめ、放送番組の制作過程で入手される情報であり、

放送番組に対する理解の増進に資する補助的な情報についても、インターネ

ットを通じた提供が可能となる。他方、あくまで放送番組として特定される

内容の理解補助として、「協会が放送した又は放送する放送番組」に関連づ

けられた補助的な情報の範囲に限られるものであり、以下のものについては

対象から除外される。 

   ・ 放送番組が特定されない情報 

   ・ 放送番組は特定されるものの、当該番組に対する理解の増進に資する

ものとは言えない情報 
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３．業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信できる受信設備を設置

した者について、法第６４条第１項の規定により協会とその放送の受信につい

ての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なも

のでないこと（法第２０条第１０項第３号関係） 

① 業務の種類、内容及び実施方法が、法第６４条第１項で規定されている受信

料制度の趣旨に照らして、不適切なものでないこと 

第３の３．で述べたとおり、インターネット活用業務の種類、内容及び実

施方法が、協会の国内テレビ放送を視聴できることと同等又はこれに準ずるも

のとなっている場合、テレビ等の受信設備を設置していない者であっても、受

信料を支払わずに同等のサービスを視聴できてしまうことによって受信料の

公平負担の確保が困難となる等、受信料制度の趣旨との整合性がとれなくなる

おそれが生じる。 

したがって、当該業務が、受信料制度の趣旨との整合性を十分に踏まえた

ものとなっていることが必要である。また、これを確認するため、当該業務の

内容等について適切かつ十分な情報が記載されていることが必要である。 

 

４．業務の実施に過大な費用を要するものでないこと（法第２０条第１０項第４

号関係） 

① 無料業務の実施に要する費用の上限が適正かつ明確に定められていること 

無料業務については、国内テレビ放送の受信料収入を専ら財源としている 

ことも踏まえ、実施基準において、当該業務の実施に要する費用の上限が明確

に定められていること、また、その上限の根拠が、適正かつ明確なものとなっ

ていることが必要である。 

② インターネット活用業務全体の実施に要する費用が、任意業務の趣旨に照ら

して適切な規模であること 

   インターネット活用業務全体の実施に要する費用について、受信料財源を

毀損し、本来目的とする放送等の必須業務の円滑な実施に支障を来さないよ

う、その規模が任意業務として適切な範囲内に収まっていることが必要であ

る。 

 

５．第２項第２号の業務にあっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをする

ものでないこと（法第２０条第１０項第５号関係） 

① 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと 

特定の利用者を不当に差別的に取り扱うような行為を行わないことについ

て、適正かつ明確に定められていることが必要である。 
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６．第２項第２号の業務にあっては、利用者の利益を不当に害するものでないこ

と（法第２０条第１０項第６号関係） 

① サービスの利用条件等に対する考え方が適正かつ明確に定められているこ

と 

サービスの利用料金の算出方法、サービスの利用に関する契約の締結及び解

除の条件、サービスの提供の停止、協会及び利用者の責任等に関する考え方が

適正かつ明確に定められていることが必要である。 

② サービスの内容や利用条件等について、利用者に対してあらかじめ明示する

ための必要な措置を講ずるものであること 

利用規約を作成する等、サービスの内容や利用条件等を利用者に対してあら

かじめ明示するための必要な措置が講じられることが必要である。 

③ 利用者の個人情報保護対策について必要な措置を講ずるものであること 

   利用者の個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理について、

必要な措置が講じられることが必要である。 

④ 利用者からの意見・苦情等を適正に取り扱うために必要な措置を講ずるもの

であること 

利用者がサービスを安心して継続的に利用することができるよう、利用者か

らの意見・苦情等を迅速かつ適切に取り扱うための必要な措置が講じられるこ

とが必要である。 

⑤ サービスの利用に必要な設備等の満たすべき要件が適正かつ明確に定めら

れていること 

   利用者の端末機器について、特定の機器・ソフトウェアに限定されないよ

う、技術進歩や普及の度合い等を踏まえたオープンなものを可能な限り採用

することについて、適正かつ明確に定められていることが必要である。 

 

７．業務の実施基準の変更勧告（法第２０条第１１項関係）及び業務の実施状況

の評価及びそれに基づく改善（法第２０条第１３項関係） 

① 業務の実施計画の作成及び公表について適正かつ明確に定められているこ

と 

   インターネット活用業務が、実施基準に則した内容となっていること及び

技術・サービス等の変化を踏まえたものとなっていることを確認するため、

また、当該業務の実施計画の透明性を確保するため、少なくとも毎年度、業

務の具体的な内容を記載した実施計画（収支計画を含む）の作成及び公表の

実施について、適正かつ明確に定められていることが必要である。 
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② 業務の実施状況の作成及び公表について適正かつ明確に定められているこ

と 

上記の実施計画に基づいて実施されたインターネット活用業務が、実施基準

に則した内容となっていること及び技術・サービス等の変化を踏まえて適切に

実施されたことを確認するため、また、当該業務の実施状況（収支実績を含む）

の透明性を確保するため、少なくとも毎年度、業務の具体的な実施状況の作成

及び公表の実施について、適正かつ明確に定められていることが必要である。 

③ 少なくとも３年ごとの業務の実施状況の評価及びそれを踏まえた改善につ

いて適正かつ明確に定められていること 

   少なくとも３年ごとの業務の実施状況の評価及びその結果を踏まえた改善

について、適正かつ明確に定められていることが必要である。 

 

上記項目に加え、有料業務については、下記を審査項目とする。 

 

８．適切な区分経理（法第７３条第２項関係） 

① 区分経理の実施について適正かつ明確に定められていること 

   有料業務に係る経理について、その他の経理と区分し、特別の勘定を設け

て適切に整理することについて、適正かつ明確に定められていることが必要

である。当該勘定については、２号業務と３号業務で別々の勘定を設けるも

のではなく、有料提供を行う業務全体で１つの勘定を設けるものである。ま

た、有料業務とその他の業務に関連する費用については、適正な基準により

それぞれの業務に配賦して整理することや、配賦基準を公表することについ

て、適正かつ明確に定められていることが必要である。 

② 事業収支差金の取扱いについて適正かつ明確に定められていること 

   繰越欠損金の取扱いや一般勘定への繰入れ等、有料業務に係る勘定の年度

末における事業収支差金の取扱いについて、適正かつ明確に定められている

ことが必要である。 

  



11 

 

第５ インターネット活用業務のうち３号業務の審査項目 

 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

 ① 公共放送としての協会が行うものとして適切な業務であること 

② 市場の競争を阻害しないこと 

③ 民間競合事業者からの意見・苦情等を適正に取り扱うために必要な措置を講

ずるものであること 

 

上記項目に加え、有料業務については、下記を審査項目とする。 

 

④ 営利を目的とする業務でないこと 

⑤ 営業活動が公正かつ適切な方法により行われるものであること 

 

２．業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること（法第

２０条第１０項第２号関係） 

① 業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること 

② 業務の対象が、法に規定されている範囲に収まっていること 

 

３．業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信できる受信設備を設置

した者について、法第６４条第１項の規定により協会とその放送の受信につい

ての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なも

のでないこと（法第２０条第１０項第３号関係） 

① 業務の種類、内容及び実施方法が、法第６４条第１項で規定されている受信

料制度の趣旨に照らして、不適切なものでないこと 

 

４．業務の実施に過大な費用を要するものでないこと（法第２０条第１０項第４

号関係） 

① 無料業務の実施に要する費用の上限が適正かつ明確に定められていること 

 ② インターネット活用業務全体の実施に要する費用が、任意業務の趣旨に照

らして適切な規模であること 

 

５．業務の実施基準の変更勧告（法第２０条第１１項関係）及び業務の実施状況

の評価及びそれに基づく改善（法第２０条第１３項関係） 
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① 業務の実施計画の作成及び公表について適正かつ明確に定められているこ

と 

 ② 業務の実施状況の作成及び公表について適正かつ明確に定められているこ

と 

③ 少なくとも３年ごとの業務の実施状況の評価及びそれを踏まえた改善につ

いて適正かつ明確に定められていること 

   

上記項目に加え、有料業務については、下記を審査項目とする。 

 

６．適切な区分経理（法第７３条第２項関係） 

① 区分経理の実施について適正かつ明確に定められていること 

 ② 事業収支差金の取扱いについて適正かつ明確に定められていること 
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（参考条文） 

放送法（昭和２５年法律第１３２号） 

（目的）  

第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、

かつ、良い放送番組による国内基幹放送（国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。）を

行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協

会国際衛星放送を行うことを目的とする。 

 

（業務） 

第二十条 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができ

る。 

二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送

した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報（これらを編集したものを含

む。次号において「放送番組等」という。）を電気通信回線を通じて一般の利用に供する

こと（放送に該当するもの及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送

番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。）。 

三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者（放

送事業者及び外国放送事業者を除く。）に提供すること（協会のテレビジョン放送による

国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。）。 

 四～九 （略） 

３ （略） 

４ 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 

５～８ （略） 

９ 協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について

実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

一 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法 

二 第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項 

三 第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項 

四 その他総務省令で定める事項 

10 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項

の認可をするものとする。 

一 第十五条の目的の達成に資するものであること。 

二 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められて

いること。 

三 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信するこ

とのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放

送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切

なものでないこと。 

四 第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。 

五 第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでない

こと。 

六 第二項第二号の業務にあつては、利用者（同号に規定する一般の利用について、協会と

契約を締結する者をいう。）の利益を不当に害するものでないこと。 

11 総務大臣は、第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、協

会に対し、期限を定めて、その実施基準を変更すべき旨の勧告をすることができる。 

12 （略） 
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13 協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び

需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、そ

の結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（受信契約及び受信料）  

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の

受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又

はラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該

当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。）若しくは多重放送に限り受信す

ることのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。  

２～４ （略） 

 

（支出の制限等） 

第七十三条 （略） 

２ 協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他

の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 

一 第二十条第二項第二号及び第三号の業務 

二 （略） 

 

（広告放送の禁止）  

第八十三条  協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。  

２ （略） 

 

 

放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１０号）（案） 

（実施基準の記載事項） 

第十二条の二 法第二十条第九項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第二十条第二項第二号又は第三号の業務（以下この条において単に「業務」という。）

に関する苦情その他の意見の処理に関する事項 

二 区分経理の方法その他の経理に関する事項 

三 業務の実施計画の作成及び公表に関する事項 

四 業務の実施計画の実施状況に関する資料の作成及び公表に関する事項 

五 法第二十条第十三項の規定に基づく業務の実施状況の評価及び改善に関する事項 

六 その他参考となるべき事項 

 

（区分経理の方法）  

第三十二条 協会は、法第二十条第二項第二号及び第三号の業務（専ら受信料を財源として行

うものを除く。以下「放送番組等配信業務」という。）並びに同条第三項の業務に係る経理

について、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。  

２ 協会は、放送番組等配信業務、法第二十条第三項の業務及びこれらの業務以外の業務のう

ち二以上の業務に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配賦して整

理しなければならない。 


